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１．はじめに 

米国における特許訴訟は莫大な費用と非常に長い時間を要します。これは、訴訟の大半を占め

ると言われるディスカバリ手続と、それに伴う弁護士費用に起因するものです。ディスカバリ手

続において開示が要求される文書は、知財、技術、営業、法務等の各部門にわたり、全体として

膨大な量となります。 

 

米国のディスカバリ手続は、米国内の訴訟に限定されるものではありません。利害関係者から

要求された場合、米国外の裁判所における訴訟手続に使用するための文書の開示や証言等が連邦

地方裁判所によって命じられることもあります（28 U.S.C. § 1782(a)）。 

 

米国連邦最高裁判所は、2004年に、米国外の訴訟手続においてディスカバリ手続が許可され

るための要件を示しました（Intel Corporation v. Advanced Micro Devices 124 S.Ct.2466; 71 

USPQ2d(BNA)1001））。その結果、米国企業が当事者となった係争事件が米国外の管轄地

（"jurisdiction"）で係属している場合であっても、米国において当事者によりディスカバリの請

求が行われ得ることが確認されました。このような事情にはありますが、米国外の訴訟手続のた

めに連邦地方裁判所がディスカバリ手続を許可するか否かは必ずしも明確であるとは言えませ

ん。 

 

以下に最近の判例に基づいて、どのようにして米国外の訴訟手続のために連邦地方裁判所がデ

ィスカバリ手続を許可するのかについて説明します。 
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